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「岐阜県安全・安心まちづくり情報」第３４号をお届けします！ 

日頃は「安全・安心まちづくり県民運動」にご尽力いただき、誠にありがとうございます。 

＜今号の記事内容＞  

● 県内の犯罪情勢（令和２年）について 

● 県制度に新しくご登録いただいた団体・企業を紹介します 

● 県政モニターアンケート調査の結果について（一部抜粋） 

● 街頭防犯カメラ設置補助金のご案内（岐阜県警察本部） 

● 【お知らせ】令和３年度予定事業の実施時期等について 

 

 
 
 

 

 

 

 

令和２年中の刑法犯認知件数は１０，４４７件で、前年より２，４１０件の減少（△18.7％）

となりました。このうち、窃盗犯は６，８２９件で、前年より１，９７５件の減少（△22.4％）、

粗暴犯（暴行・傷害など）は９８５件で、同３７件の減少（△３.６％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

 
●刑法犯 罪種別認知件数（上段：件数、下段：対前年比） 

刑法犯総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 

１０，４４７ ３３ ９８５ ６，８２９ ５５５ １１８ １，９２７ 

△２，４１０ △２５ △３７ △１，９７５ ＋１９ ＋２０ △４１２ 

県内の犯罪情勢（令和２年）について         【統計値：岐阜県警察資料】 

～第３４号～（令和３年３月） 

安全･安心 

刑法犯認知件数は、減少傾向が続く 
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令和２年中の中学生以下の子どもに対する声掛け 

事案等の発生件数は５０７件（対前年比△１４３件） 

で、コロナ禍での休校もあり、減少となりました。 

対象別では、女子小中学生に対するものが３２１件 

（約６３％）、時間帯別では、下校時間帯（１５～１８ 

時）が３１７件（約６３％）と被害が多くみられます。 

「ながら見守り」など、地域ぐるみでの、子ども 

 の見守りをお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

令和２年中の※ニセ電話詐欺の発生件数は１５０件（対前年比＋２４件）となりました。 

被害総額は、約 2 億 7,011 万円で、前年と比べ約 743 万円減少しました。 

主要手口の被害状況を見ると、発生件数は 109 件となり、前年と比べ９件増加しています。 

※ニセ電話詐欺：特殊詐欺広報用の名称として県警が使用 

 

●ニセ電話詐欺の発生状況 

    ※端数処理のため、合計が合わない場合があります。 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ニセ電話詐欺 
発生件数 対前年比 被害金額（約） 前年同期比（約） 

１５０件 ＋２４件 2 億 7,011 万円 △743 万円 

 主要手口 １０９件    ＋９件   1 億 9,856 万円 △3,119万円 

  オレオレ詐欺   ４件 ＋３件 785 万円 ＋585 万円 

  預貯金詐欺 ４９件 ＋１６件 6,652 万円 ＋3,618 万円 

  架空請求詐欺 ４５件 ＋５件 １億 914 万円 △5,623 万円 

  融資保証金詐欺  ７件 △５件 834 万円  △1,211 万円 

  還付金等詐欺  ４件 △１０件 671 万円 △488 万円 

 その他手口  ４１件  ＋１５件    7,155 万円       ＋2,377万円 

  金融商品等取引 ３件 ＋２件 431 万円 △69 万円 

  ギャンブル必勝法 ０件 △５件 0 円 △1,330 万円 

  交際あっせん   0 件 ±０件 0 円 ±0 円 

  その他 ０件 ±０件 ０円 ±０円 

  ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ詐欺盗 ３８件 ＋１８件 6,724 万円 ＋3,776 万円 

ニセ電話詐欺の被害件数は増加！  

●窃盗犯 主な手口別認知件数（カッコ内の数値は対前年比） 
・空き巣    ３８４件 （△１３９件）    ・居空き         ２０件 （  △５件） 
・忍込み    １６２件 （  ＋８件）    ・事務所荒し   １１７件 （ △５５件） 
・出店荒し   １０７件 （ △８１件）    ・自動車盗    １１４件 （ △２７件） 
・自転車盗   1,０４１件 （△６７８件）     ・車上ねらい    ６３６件 （△１７１件） 

・部品ねらい  ２３９件 （ △８９件）    ・自販機ねらい   ５６件 （ △４５件） 

子どもに対する声掛け事案は休校により減少！ 
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令和２年度は「安全・安心まちづくりボランティア団体・フレンドリー企業」制度に、ボランテ

ィア団体３団体、企業２社のご登録をいただきました。今後も地域住民による防犯の輪を広げてい

ただき、末永いご活動をお願いいたします。 

また、県ではボランティア団体・フレンドリー企業の登録を随時行っております。地域安全活動 

にご協力いただける団体・企業がありましたら、ぜひ登録制度をご紹介ください。 
 

団体名・企業名 登録時期 主な活動内容 

野白ふれ愛見守り隊 R２．10 
・小学校の登下校時間帯の「あいさつ・声掛け運動」、「交通サポート」など

の見守り活動 

那加の台防犯パトロール隊 R３．１ ・防犯パトロール（昼及び夜間）と独居老人宅の訪問 

鵜沼台区会 R３．３ ・空き家、公園等を挨拶を交わしながら巡回パトロールを実施 

サーラ物流株式会社 R２．８ 
・自社車両に「子ども見守り隊」のステッカーを車両に貼って、パトロール

活動を実施。 

株式会社 SEED Ｒ３．３ ・訪問車にステッカーを貼り、防犯パトロール活動を実施 

 ※既登録団体・企業の方で、郵送先の変更、活動の廃止などがございましたら県民生活課までご連絡ください。                               

（連絡先は本誌末尾参照） 

 

 

 

 

犯罪のない安全で安心な地域社会の実現に向けた取組みの今後の施策展開の参考とさせていた

だくため、「犯罪被害に関するアンケート」を実施しましたので、その一部をご紹介します。  

結果の全部は、県ホームページの「県政モニターアンケート調査結果」でご覧いただけます。 

 （県 HP アドレス https://www.pref.gifu.lg.jp/page/204.html） 

 

○最近の治安について 

５年前と比べてどのように感じているかについて、「よくなっている」、「どちらかといえばよ

くなっている」は合わせて２６．５％であったのに対し、「悪くなっている」、「どちらかとい

えば悪くなっている」は合わせて３０．５％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県制度に新しくご登録いただいた団体・企業を紹介します 

の事業 

県政モニターアンケート調査の結果について(一部抜粋) 

の事業 
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○身近な犯罪で不安を感じているものについて（複数回答） 

「自宅へ泥棒に入られること」が６５．５％と最も高く、次いで「インターネットを利用した犯

罪の被害にあうこと」が４９．４％、「振り込め詐欺、悪質商法」が３９．６％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全で安心な地域社会をつくるために効果的な取組みについて（複数回答） 

「防犯カメラの設置」が５９．２％と最も高く、次いで「防犯灯の設置や、見通しのよい公

園・防犯面に配慮した住宅街などの環境整備」が４９．９％、「地域住民によるパトロールな

どの活動」が３８．０％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○犯罪のない安全・安心まちづくりの推進についてのご意見・ご要望 

■地域コミュニティの活性化について 

  ・住宅の増加の一方で地域住民の活動が減り、地域力の低下が危惧されている。そういう 

   状況が進むことで、防犯面や防災面での心配が増してくる。 

   ・ご近所のコミュニケーションが多ければ、犯罪を抑止する効果もあると思う。 

   ・町内会活性化を進めていただきたい。 
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・地域で子供を見守り、高齢者等の振り込め詐欺や悪質商法も、郵便局や金融機関の窓口 

で阻止、自分たちでも知識を持って自衛したい。 

■防犯ボランティアについて 

・子どもの登下校時に合わせ、犬の散歩やウオーキングをするように呼びかける運動など

地域全体で見守る活動の推進 

   ・防犯クラブの設置 

■地域と行政の連携について 

   ・行政、警察、地域自治会の情報共有、連携によって現在の状況を把握し、問題となって 

いる部分については警察の重点的なパトロールを実施 

・防犯運動の展開等、県と市町村が連携して県民が安全・安心に暮らせるようにお願いす 

る。 

 

 

 

 

 

 岐阜県警察では、地域の防犯意識の高揚及び自主防犯活動の活性化を図り、犯罪の起きにく

い社会づくりを推進するため、地域住民により構成される自治組織や事業者を対象に、新たに

設置する防犯カメラの初期費用について、費用の一部を補助します。 

 

補助額 １つの団体につき 上限５０万円 

補助率 2 分の 1 以内 ※1,000 円未満の端数が生じたときは、端数切り捨て 

補助対象団体 ○自治組織、組合又は団体など 

○事業者 

※例：町内会、自治会、商店街組合、県道等に面したスーパーマーケット 

補助対象経費 ○防犯カメラ（録画装置及び付属品を含む）の購入 

○防犯カメラの設置費用 

○防犯カメラの設置を示すプレートの購入 

○プレートの設置費用 

※維持費、地代、占有料等の運営に要する経費は除きます 

補助対象カメラ 以下のすべてを満たすことが必要です。 

○犯罪抑止の目的で設置されるカメラであること 

○特定の場所に継続的に設置されるカメラであること 

○撮影された画像のうち、道路、公園その他不特定多数の者

が利用する場所の画像の面積が、おおむね 2 分の１以上

であること 

○録画機能があるカメラであること 

申請期間 令和 3 年 5 月 6 日（木）～ 令和 3 年１２月 28 日（火） 

※ただし、予算がなくなり次第終了となります。 

その他 ○書類選考を経て、補助金の交付決定を行います。 

○交付決定前に防犯カメラの設置工事を行ったものは、補助

の対象外となります。 

問い合わせ先 岐阜県警察本部 生活安全部 生活安全総務課 

TEL：０５８－２７１－２４２４（内線：3031,3033） 

 

街頭防犯カメラ設置補助金のご案内 （岐阜県警察本部） 

の事業 
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安全・安心まちづくり県民運動    ～自分の地域の安全は、自分たちで守る～ 
  

岐阜県 環境生活部 県民生活課 交通安全・コミュニティ係 

〒５００-８５７０ 岐阜市薮田南２-１-１  

TEL ０５８-２７２-８２０５  FAX ０５８-２７８-２８８９  
 

＊岐阜県安全・安心まちづくりポータルサイト 

http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/bohan/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業の縮小、 

中止があいつぎ、残念な結果となってしまいました。 

令和３年度も、安全・安心まちづくりの各種事業を計画しておりますが、 

 実施時期につきましては、新型コロナウイルス感染症の今後の状況によって、 

例年と同時期に実施できない場合なども考えられます。 

各事業の実施概要等を決定次第、順次、県ホームページに掲載するとともに、県

警の安全・安心メールでのご案内をいたしますので、この機会にぜひご登録をお願

いいたします。（スマートフォンの方は、アプリもあります。） 

 

【岐阜県警察安全・安心メール登録用 HP アドレス】 

https://service.sugumail.com/gifupolice/ 

 

 

【スマートフォン用アプリ「岐阜県警察防犯アプリ」】 

  
岐阜県安全・安心まちづくり 検 索 

令和３年度予定事業の実施時期等について 


